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日南市条件付一般競争入札実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する建設工事及び委託業務（以下「建設工事等」という。）の請

負契約に係る条件付一般競争入札の実施に関し、日南市財務規則（平成21年日南市規則第50号。

以下「財務規則」という。）及び日南市契約事務取扱規程（平成21年日南市訓令第15号。以下

「事務取扱規程」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５の２の規定による入札方法をいう。 

２ この要領において「事後審査型」とは、条件付一般競争入札のうち、入札に参加するために必

要な資格（以下「入札参加資格」という。）の審査を入札後に行う方法をいう。 

３ この要領において「簡易型」とは、条件付一般競争入札のうち、前項に規定するものを除き、

簡易な資格を定めて行う一般競争入札をいう。 

 

 （対象） 

第３条 事後審査型条件付一般競争入札に付する建設工事等は、等級区分のある建設工事で設計金

額が 4,500万円以上（ただし、建築一式工事については、設計金額が9,000万円以上）、等級区

分のある建設工事以外で設計金額が3,000万円以上で、日南市指名競争入札参加者資格等審査委

員会規程（平成21年日南市訓令第17号）第１条に基づき設置された日南市指名競争入札参加者資

格等審査委員会（以下「指名審査委員会」という。）が決定した建設工事等とする。ただし、事

後審査型条件付一般競争入札に付する特別な理由があると市長が認めるときは、指名審査委員会

の決定により、設計金額が4,500万円未満であっても事後審査型条件付一般競争入札とすること

ができる。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易型条件付一般競争入札に付する建設工事は、等級区分のある

建設工事で設計金額が4,500万円未満（ただし、建築一式工事については、設計金額が9,000万円

未満）、等級区分のある建設工事以外又は委託業務で設計金額が3,000万円未満とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、緊急を要する建設工事等で指名審査委員会において決定した場合

は、指名競争入札により行うことができる。 

 

（発注基準） 

第３条の２ 条件付一般競争入札において、一定の入札参加者による競争性及び対象の建設工事等   

 の適正な品質を確保するため、別表のとおり、発注する対象の建設工事等の基準を定める。 

 

 （入札参加資格） 

第４条 市長は、入札に参加する者（共同企業体（以下「ＪＶ」という。）の構成員を含む。）に

共通して必要な資格として、次のとおりとする。 

 (1) 令第167条の４の規定に該当しない者であること。 
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(2) 建設工事及び建設関連業務について、指名資格要綱第５条に規定する名簿に登載されたも

のであること。 

 (3) 入札公告日から入札日までのいずれの日においても、指名資格要綱第９条に規定する指名

停止を受けていない者であること。 

(4) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況

が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

  (5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に規定する更正手続開始の申立て又は、

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に規定する再生手続開始の申立ての事実が

ある者にあっては、当該手続開始決定後、指名資格要綱第３条による認定を受けている者

であること。 

  (6) 民事執行法（昭和 54 年法律第４号）による差押等金銭債権に対する強制執行若しくは、

国税、地方税その他の公課について滞納処分に執行を受け支払いが不可能になった者でな

いこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 

  (7) 資本関係又は人的関係のある会社の同一入札参加制限基準（平成 25 年決裁）に規定す

る系列関係にある者（同一のＪＶの構成員である場合は除く。）が、同一入札に参加して

いないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、建設工事に係る入札に参加するものに共通して必要な入札参

加資格は次のとおりとする。 

  (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。（以下「法」という。）第７条又は第 15 条の規定

に基づく建設業の許可及び、法第 27 条の 23 第１項に規定する経営審査（審査基準日が入

札執行日前１年７か月以内のものに限る。）を受け、対象工事の施工に必要な同種工事に

おける法第 27 条の 29 第１項に規定する総合評定値（以下「総合評定値」という。）の点

数を有していること。 

  (2) 市が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度の工事成

績の平均が共に 60 点以上であること。 

(3) 建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次に掲げる事項に該当する者でない

こと。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の総額の

100 分の 50 を超える出資をしている建設業者 

イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合

における当該建設業者 

３ 前２項に規定するもののほか、建設工事等の業務ごとに、次の各号に規定する事項を入札

参加資格として定めることができるものとする。 

  (1）事業所の所在地に関する事項 

(2）対象工事の施工に必要な同種工事における総合評定値の点数 

  (3）指名資格要綱第３条に規定する等級区分に関する事項 

  (4）建設工事等類似の工事又は業務の実績に関する事項 

  (5）対象工事等に配置予定の技術者に関する事項 

  (6）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項 
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４ ＪＶ又は事業協同組合として建設工事に係る入札に参加する場合には、その構成員、又は

組合員である者は当該入札に参加することができないものとする。 

 

  （事業所の所在地に関する事項の設定の基本的考え方） 

第５条 入札参加資格として事業所の所在地に関する事項の設定に当たっては、市内に主たる

営業所（本店）を有する者（以下「市内業者」という。）を原則とする。 

  ただし、市内業者が少数の場合、又は、特殊な工事である等の理由により市内業者では競

争性が確保できないと認められる場合には、市内業者以外の者を入札に参加させることがで

きる。 

 

 （最低制限価格の設定） 

第６条 この要領による入札においては、最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満

たない入札については、これを無効とする｡ 

 

 （入札参加資格等の決定） 

第７条 入札参加資格及び入札参加資格に関する技術的事項は、指名審査委員会の審査を経て、

決定するものとする。 

２ 前項の審査を受けようとするときは、条件付一般競争入札参加資格調書（別記様式第１号）

を指名審査委員会に提出するものとする。 

 

 （公告） 

第８条 市長は、条件付一般競争入札により対象工事に係る契約を締結しようとするときは、

令第 167 条の６第１項及び財務規則第 111 条第３項に規定する事項について公告するものと

する。なお、公告は、掲示及び日南市ホームページヘの掲載によるものとする。 

２ 前項に係る入札公告は等級区分のある建設工事に係るものは別添１の例に、等級区分のあ

る建設工事以外に係るものは別添２の例によることとし、条件付一般競争入札公告共通事項

書は建設工事に係るものは別添３の例に、建設関連業務に係るものは別添４の例によるもの

とする。 

３ 第１項の公告は、それぞれ次に掲げる日までに行うものとする。 

（1）予定価格が 4,500 万円以上の建設工事 入札日の前日から起算して 15 日前（日南市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 21 年日南市条例第 36 号）第９条に規定する休

日及び８月 13 日から８月 15 日までの日を除く。以下日数の規定において同じ。） 

 （2）その他の建設工事及び建設関連業務 入札日の前日から起算して 10 日前（入札説明書

等の閲覧等） 

 

 （入札説明書等の閲覧） 

第９条 前条の公告においては、次に掲げる書類（以下「入札説明書等」という。）を公告日

から入札日の前日まで閲覧に供するものとする。 

 （1）入札公告の写し 
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 （2）条件付一般競争入札公告共通事項書 

 （3）特記仕様書 

 （4）その他、業務の内容を把握するために必要と認められる設計書及び工事図面等の資料

（以下「その他資料」という。） 

２ 入札説明書等は、原則として日南市ホームページに掲載するものとする。 

  ただし、掲載することが技術的な理由等により困難な場合は配付又は閲覧を行う。 

 

（入札説明書等に関する質問及び回答） 

第 10 条 入札説明書等に関する質問は、公告日から入札日の４日前まで受け付けるものとする。 

２ 質問に対する回答は､入札日の２日前までに行うものとする。 

  

（入札参加手続） 

第 11 条 入札に参加しようとする者がＪＶである場合は、入札日の４日前までに条件付一般競

争入札参加申込書（別記様式第２号）及び共同企業体協定書を提出しなければならない。 

２ 入札書提出時に日南市予定価格事前公表実施要領（平成 21 年日南市契約管財課定め）第５

条の規定により内訳書を提出することとされている建設工事等にあっては、内訳書を提出し

なければならない。 

 

 （入札の執行） 

第 12 条 削除 

 

 （落札候補者の決定等） 

第 13 条 事後審査型条件付一般競争入札の開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって入札した者のうち最低価格で入札した者を、落札候補者とし、入札参加資格の確

認（以下「資格確認」という。）を行うため、落札決定を保留するものとする。 

２ 前項の最低価格で入札した者が２者以上いる場合においては、抽選により入札参加資格確

認の順位を決定する。 

 

 （入札参加資格確認申請） 

第 14 条 前条第１項により落札候補者となった者は、入札参加資格確認申請書（別記様式第３

号又は第４号。以下「申請書」という。）及び建設工事又は建設関連業務ごとにそれぞれ次

に掲げる入札参加資格確認資料（以下「添付資料」という。）を提出するものとする。 

 （1）建設工事 

   ア 同種工事施工実績調書（別記様式第５号） 

   イ 配置予定技術者等の資格・工事実績調書（別記様式第６号） 

   ウ 経営事項審査結果通知書の写し 

   エ その他入札参加資格を確認するために公告において提出を求める書類 

 （2）建設関連業務 

   ア 同種業務実績調書（別記様式第７号） 
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   イ 配置予定技術者等の資格・業務実績調書（別記様式第８号） 

   ウ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類 

２ 申請書及び添付資料（以下「申請書等」という。）の提出は、落札日の翌週の月曜日の午

前中（期限日が休日の場合は、火曜日の午前中）までに持参するものとする。 

３ 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出は認めないものとする。 

４ 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために市長が行う指示に従わ

ない場合は、当該落札候補者がした入札は無効とする。 

５ 資格確認は、申請書等が提出された後、ただちに総合政策部財政課（以下「財政課」とい

う。）で行うものとする。ただし、資格確認に疑義が生じた場合は、この限りでない。 

  

（落札者の決定） 

第 15 条 市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合

には、当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果を入札参加資格確認結果通知書

（別記様式第９号。以下「確認通知書」という。）により落札者に通知するものとする。 

２ 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合においては、確認通知書により入札

参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めること

ができる旨を教示するものとする。 

３ 落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を

有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定

を取り消し、契約を締結しないものとする。 

 

 （入札参加資格がないとした者に対する理由の説明） 

第 16 条 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理した日から

３日以内に、市長に対して書面により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることが

できる。 

２ 市長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日から３日以内

に、当該説明を求めた者に対して書面により回答するものとする。 

３ 前項の回答に当たり、入札参加資格があると認める場合には、第７条の規定により当該入

札に係る入札参加資格を審査した指名審査委員会を経て、入札参加資格がないとした確認通

知書を取り消すとともに、入札参加資格があるとする確認通知書により回答するものとする。 

４ 前項の場合に第 17 条第２項の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断している

ときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加資格確認中

止通知書（別記様式第 10 号）により当該他の落札候補者に通知するものとする。 

 

 （次順位者の資格確認） 

第 17 条 市長は、落札候補者の資格確認を行い、入札参加資格がないとした場合は、予定価格

の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、当該落札候補者の次に最低

の価格を入札した者又は第 13 条第２項により決定した次の順位の者を落札候補者として資格

確認を行うものとする。 
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２ 前項の規定による資格確認は、入札参加資格がないとされた落札候補者に第 15 条第２項に

規定する通知をした日から行うことができる。 

  ただし、当該落札候補者から第 16 条第１項に規定する説明を求める書面を受理したときは、

資格確認を中断するものとし、第 14 条第５項に規定する期間を算定するに当たり、当該中断

の期間を除くものとする。 

 

 （費用の負担） 

第 18 条 第 14 条に規定する申請書等及び第 16 条に規定する書面（以下「提出書類」という。）

の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

２ 提出書類は、入札参加資格確認以外の目的に使用しないものとする。 

３ 提出書類は、返却しない。 

 

 （入札の無効） 

第 19 条 規則第 121 条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効と

する。 

 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札 

 (2) この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札 

 (3) 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札 

(4) 工事費内訳書の提出を要する建設工事について、工事費内訳書又は理由書の提出が必要

な場合の当該理由書を提出していない者のした入札 

 

 （入札結果公表） 

第 20 条 条件付一般競争入札に付する建設工事等については、別に定めるところにより、入札

及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項を公表するものとする。 

 

   附 則 

この要領は、平成 21 年３月 30 日から施行する。 

   附 則（平成 22 年４月 12 日公表） 

この要領は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成 26 年３月 31 日公表） 

この要領は、平成 26 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年 11 月 1 日公表） 

この要領は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月８日公表） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年 11 月 24 日公表） 

この要領は、令和５年 12 月１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月 31 日公表） 

 （施行期日） 
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１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の日南市条件付一般競争入札実施要領の規定は、令和７年４月１日以後に広告する

条件付一般競争入札について適用し、同日前に広告する条件付一般競争入札については、な

お従前の例による。 

   附 則（令和８年１月 21 日公表） 

この要領は、公表の日から施行する。 

 

 

別表（第３条の２関係） 

 １ 土木一式工事 

 

 

 ２ 建築一式工事 

 

 

 

 

 

 

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

1,500万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

700万円以上

3,000万円未満
単独 Ｂ 一般

400万円以上

1,500万円未満
単独 Ｃ 一般

800万円未満 単独 Ｄ 一般

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

1,700万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

3,400万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（9,000万円以上）

建築士法にいう１級もしくは２級建築士、又は１級もしくは２

級建築施工管理技士の資格を有する者を主任技術者又は監理技

術者として専任で配置すること。

（9,000万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が9,000万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（9,000万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（9,000万円未満）

簡易型

　一般競争入札
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 ３ 電気工事 

 

  

４ 法面工事 

 

 

 ５ 管工事 

 

 

 

 

 

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

500万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

1,000万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）又は

本店の権限を

委任した支店

等を有するこ

と。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

を主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

500万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

1,000万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

700万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

1,400万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）又は

本店の権限を

委任した支店

等を有するこ

と。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級管工事施工管理技士の資格を有する者を

主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札
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 ６ 解体工事 

 

 

 ７ 水道施設工事 

 

 

 ８ 舗装工事 

 

 

 

 

 

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

700万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

1,400万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

700万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

1,400万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

一般競争入札

の種類

300万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

600万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

（4,500万円以上）

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円未満）

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主任

技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

ただし、契約金額が4,500万円未満となる場合、専任で配置する

必要はない。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札
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 ９ 測量工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定価格 構成 等級 地域要件
建設業の

許可区分
管理技術者等の要件

一般競争入札

の種類

300万円以上 単独 Ａ
特定

又は一般

600万円未満 単独 B 一般

市内に営業所

（本店）を有

すること。

地籍調査管理技術者、地籍主任調査員又は測量士のいずれかの

資格を有する者を、管理技術者として専任で配置すること。

（4,500万円以上）

事後審査型

　一般競争入札

（4,500万円未満）

簡易型

　一般競争入札
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別添１（第８条関係） 

                                 日南市公告第   号 

 

入 札 公 告 

 

 下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の６の規定により

公告する。 

 

    年  月  日 

 

                           日南市長  

 

記 

 

１ 案件名 

 

２ 共通事項 

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本工事に係る入札に参加する資格は、日南市指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関す

る要綱（平成21年日南市告示第28号）に基づく、  ○・○年度の競争入札参加資格の認定を受

けている者で、開札日当日において、条件付一般競争入札公告共通事項書及び参加資格の要件を

満たしていること。 

なお、参加申込後、落札者決定までの間に、他の公共機関発注工事における落札候補者（落札

者）であるため、本工事について契約の内容に適合した履行ができないと判断する場合には、速

やかに連絡し、本工事に係る辞退届を提出するものとする（この場合の契約辞退は、指名停止要

件には該当しない）。 

 

(2) 入札参加申込 

入札への参加を持って申込とする。 

 

(3) 設計図書等の配布 

 

３ その他の事項 

   条件付一般競争入札公告共通事項書（建設工事）に示すとおりとする。 
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入札公告（個別事項） 

 
下記のとおり、事後審査型 条件付一般競争入札を実施します。 

 

記 

１ 件  名 

 

２ 場  所 

 

３ 開札日時       年  月  日   時  分 

 

４ 開札場所     日南市 総合政策部 財政課 

 

５ 設計図書等の配布 入札情報サービスよりダウンロードすること。 

 

６ 入札保証金    免除 

 

７ 入札の無効要件  日南市財務規則第 121 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 

８ 入札に関する事項 

(1) 業種、等級および参加資格要件については入札情報サービスを参照すること。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者か免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

  

９ 事前公表価格   予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額は、  円とする。 

 

 10 入札参加申込   入札への参加をもって申込とする。 

 

 11 入札の方法    電子入札とし、開札日前日の午前７時から開札日の午前１０時までに 

            入札すること。 

 

12 質疑回答     FAX 又はメールによる。 

 

13 入札条件     その他の指示事項は、別紙入札条件を参照 

 

14 資格審査資料   落札予定者のみ開札日の 17時までに、総合政策部財政課に持参すること。 
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別添２（第８条関係） 

                                 日南市公告第   号 

 

入 札 公 告 

 

 下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の６の規定により

公告する。 

 

    年  月  日 

 

                           日南市長  

 

記 

 

１ 案件名 

 

２ 共通事項 

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本業務に係る入札に参加する資格は、日南市指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関す

る要綱（平成21年日南市告示第28号）に基づく、  ○・○年度の競争入札参加資格の認定を受

けている者で、開札日当日において、条件付一般競争入札公告共通事項書及び別紙２の要件を満

たしていること。 

なお、参加申込後、落札者決定までの間に、他の公共機関発注工事における落札候補者（落札

者）であるため、本業務について契約の内容に適合した履行ができないと判断する場合には、速

やかに連絡し、本工事に係る辞退届を提出するものとする（この場合の契約辞退は、指名停止要

件には該当しない）。 

 

 (2) 設計図書等の配布 

 

３ その他の事項 

   条件付一般競争入札公告共通事項書（業務委託）に示すとおりとする。 
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入札公告（個別事項） 

 
下記のとおり、事後審査型 条件付一般競争入札を実施します。 

 

記 

 

１ 件  名 

 

２ 場  所 

 

３ 開札日時       年  月  日   時  分 

 

４ 開札場所     日南市 総合政策部 財政課 

 

５ 設計図書等の配布 入札情報サービスよりダウンロードすること。 

 

６ 入札保証金    免除 

 

７ 入札の無効要件  日南市財務規則第 121 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 

８ 入札に関する事項 

(1) 業種、等級および参加資格要件については入札情報サービスを参照すること。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者か免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

  

９ 事前公表価格   予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額は、  円とする。 

 

 10 入札参加申込   条件付一般競争入札公告共通事項書（業務委託）６に示す手続により開

札日の４日前までに入札参加の届出を行うこと。 

 

 11 入札の方法    郵便入札とし、入札書を開札日前日の午後５時までに提出すること。 

 

12 質疑回答     FAX 又はメールによる。 

 

13 入札条件     その他の指示事項は、別紙入札条件を参照 
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14 資格審査資料   落札候補者のみ開札日の翌週月曜日の午前中に、総合政策部財政課に持

参すること。ただし、翌週月曜日が祝祭日の場合は、開札日の 17 時まで

に持参すること。 
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別添３（第８条関係） 

条件付一般競争入札公告共通事項書（建設工事） 

 

１ 適用 

  本書で定める事項は、日南市条件付一般競争入札実施要領（以下「実施要領」という。）に 

 基づいて実施する入札について適用する。 

 

２ 入札参加資格 

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 本工事の入札公告日から入札日までのいずれの日においても、日南市指名競争入札参加者の

資格及び指名基準等に関する要綱（平成21年日南市告示第28号）第９条に規定する指名停止を

受けていない者であること。 

 (3) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が

著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者

にあっては、当該手続開始決定後、市の一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加に係る随

時の審査に基づく認定を受けている者であること。 

 (5) 民事執行法（昭和54年法律第４号）に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国

税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、

又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 

 (6) 市が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度の工事成績の平

均が共に60点以上であること。 

 (7) 建設業法（昭和24年法律第100号。（以下「法」という。）第７条又は第15条の規定に基

づく建設業の許可及び法第27条の23第１項に規定する経営審査（審査基準日が入札執行日

前１年７か月以内のものに限る。）を受け、対象工事の施工に必要な同種工事における建

設業法（昭和24年法律第100号）第27条の29第１項に規定する総合評定値（以下「総合評定

値」という。）の点数を有していること。 

 (8) 共同企業体又は事業協同組合として入札に参加する場合には、その構成員又は組合員である

者は当該入札に参加できない。 

 (9) 資本関係又は人的関係のある会社の同一入札参加制限基準（平成 25 年決裁）に規定する

系列関係にある者（同一のＪＶの構成員である場合は除く。）が、同一入札に参加してい

ないこと。 

 

３  最低制限価格の設定 

    この入札においては、最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札について

は、これを無効とする。 
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４  入札説明書等の閲覧等 

 (1)  次に掲げる書類（以下「入札説明書等」という。）を公告日から入札日前日まで閲覧等に供

する。 

    ①  入札公告の写し 

    ②  条件付一般競争入札公告共通事項書 

    ③  特記仕様書（省略する場合がある） 

    ④  設計書及び工事図面（以下「設計図書等」という。） 

 (2)  入札説明書等は、日南市ホームページ（http://www.city.nichinan.lg.jp/）に掲載する 

  ものとする。ただし、掲載することが困難な場合は、財政課において配付又は閲覧する。 

 

５  入札説明書等に関する質問及び回答 

  (1)  入札説明書等に関する質問は、公告日から入札日の４日前まで、工事担当課において受け

付けるものとする。 

  (2)  質問に対する回答は、入札日の２日前までに行うものとする。 

 (3) 質問及び回答の方法は、ＦＡＸによるものとする。 

 (4) 前３号に掲げる質問の日程及び方法に関して、別途指示を行う場合は、それに従うこと。 

 

６  入札参加手続 

 (1)  入札に参加しようとする者がＪＶである場合は、入札日の４日前までに、条件付一般競争入

札参加申込書（別記様式第２号）及び共同企業体協定書を提出しなければならない。 

 (2)  工事費内訳書の提出を要する場合には、入札書提出時に提出すること。 

      なお、工事費内訳書の工種は、積算体系レベル２相当の工種まで記載すること。ただし、別

途指示を行う場合は、それに従うこと。 

 

７  入札保証金 

   入札保証金については、日南市財務規則（平成21年日南市規則第50号。以下「規則」とい

う。）第112条の規定による。 

 

８  入札書の記載方法 

    入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

    契約は、入札金額に100分の110を掛けた金額で契約する。 

 

９ 落札候補者の決定等 

 (1)  事後審査型条件付一般競争入札の開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をも

って入札をした者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とする。 

 (2)  最低価格で入札した者が２者以上いる場合においては、抽選で落札候補者を決定する。 

 (3)  市長は、落札候補者について入札参加資格の確認（以下「資格確認」という。）を行うた

め、落札決定を保留するものとする。 

http://www.city.nichinan.lg.jp/
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10  入札参加資格確認申請 

 (1)  市長は、落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書（実施要領別記様式第

３号。以下「申請書」という。）及び次に掲げる入札参加資格確認資料（以下「添付資料」と

いう。）の提出を求める。 

   ①  同種工事施工実績調書（実施要領別記様式第５号） 

   ②  配置予定技術者等の資格・工事実績調書（実施要領別記様式第６号） 

   ③  経営事項審査結果通知書の写し 

   ④  その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める資料 

 (2)  落札候補者は、前号に掲げる申請書等を、入札日の翌週の月曜日の午前中（月曜日が休日の

場合は、火曜日の午前11時まで）に、財政課に提出するものとする。 

 (3)  提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めないものとする。 

 (4)  提出期限日までに申請書等を提出しない場合、又は、市長が行う指示に従わない場合は、当

該落札候補者のした入札は無効とする。 

 (5)  資格確認は、申請書等が提出された後、ただちに財政課で行うものとする。ただし、資格確

認に疑義が生じた場合はこの限りでない。 

 

11  落札者の決定 

 (1)  市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合には、

当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果を入札参加資格確認結果通知書（実施要

領別記様式第９号。以下「確認通知書」という。）により落札者に通知するものとする。 

 (2) 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合においては、確認通知書により入札参

加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることがで

きる旨を教示するものとする。 

(3) 落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係

を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札

決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 

 

12  入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 (1)  入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理した日から３日以

内に、市長に対し書面により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができる。 

 (2)  市長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日から３日以内

に、当該説明を求めた者に対して書面により回答するものとする。 

 (3)  前項の回答にあたり、入札参加資格があると認める場合には、財政課を経て、入札参加資格

がないとした確認通知書を取り消すとともに、入札参加資格があるとする確認通知書により回

答するものとする。 

 (4)  前項の場合に13の(2)の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているとき

は、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加資格確認中止通知

書（実施要領別記様式第10号）により当該他の落札候補者に通知するものとする。 
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13  次順位者の資格確認 

 (1)  市長は、落札候補者の資格確認を行い入札参加資格がないとした場合は、当該落札候補者の

次に予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者として資格確認を行うものとす

る。 

 (2)  前項の規定による資格確認は、入札参加資格がないとされた落札候補者に11の(3)に規定す

る通知をした日から行うことができる。ただし、当該落札候補者から12の(1)に規定する説明を

求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、中断の期間は10の(5)に規定する期

間を算定するにあたり除くものとする。 

 

14  入札の無効 

    規則第121条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。 

 (1)  虚偽の申請を行った者のした入札 

 (2)  この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札 

 (3)  契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札 
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別添４（第８条関係） 

条件付一般競争入札公告共通事項書（業務委託） 

 

１ 適用 

  本書で定める事項は、日南市条件付一般競争入札実施要領（以下「実施要領」という。）に 

 基づいて実施する入札について適用する。 

 

２ 入札参加資格 

 (1)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2)  本業務の入札公告日から開札日までのいずれの日においても、日南市指名競争入札参加者資

格及び指名基準等に関する要綱（平成21年日南市告示第28号）第９条に規定する指名停止を受

けていない者であること。 

 (3)  手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況 

  が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (4)  会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立の事実がある者に

あっては、当該手続開始決定後、市の指名競争入札参加に係る随時の審査に基づく認定を受け

ている者であること。 

 (5)  民事執行法（昭和54年法律第４号）に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは、国

税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、

又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 

 (6) 資本関係又は人的関係のある会社の同一入札参加制限基準（平成 25 年決裁）に規定する

系列関係にある者（同一のＪＶの構成員である場合は除く。）が、同一入札に参加してい

ないこと。 

 

３  最低制限価格の設定 

    この入札においては、最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札につい 

  ては、これを無効とする。 

 

４ 入札説明書等の閲覧等 

 (1)  次に掲げる書類（以下「入札説明書等」という。）を公告日から入札日前日まで閲覧に供す

る。 

   ①  入札公告の写し 

   ②  条件付一般競争入札公告共通事項書 

   ③  特記仕様書（省略する場合がある） 

   ④  その他業務の内容を把握するのに必要と認められる資料（以下「その他資料」という。） 

 (2)  入札説明書等は、日南市ホームページ（http://www.city.nichinan.lg.jp/）に掲載するも

のとする。ただし、掲載することが困難な場合は、財政課において配付又は閲覧する。 

 

http://www.city.nichinan.lg.jp/
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５ 入札説明書等に関する質問及び回答 

  (1)  入札説明書等に関する質問は、公告日から開札日の４日前まで、委託担当課において受け

付けるものとする。 

  (2)  質問に対する回答は、開札日の２日前までに行うものとする。 

 (3) 質問及び回答の方法は、ＦＡＸによるものとする。 

 

６  入札参加手続 

 (1)  入札に参加しようとする者がＪＶである場合は、入札日の４日前までに、条件付一般競争入

札参加申込書（別記様式第２号）及び共同企業体協定書を提出しなければならない。 

 

７  入札保証金 

入札保証金については、日南市財務規則（平成21年日南市規則第50号。以下「規則」とい

う。）第112条の規定による。 

 

８ 入札書の記載方法 

    入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

    契約は、入札金額に100分の110を掛けた金額で契約する。 

 

９ 落札候補者の決定等 

 (1)  事後審査型条件付一般競争入札の開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をも

って入札をした者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とする。 

 (2)  最低価格で入札した者が２者以上いる場合においては、抽選で落札候補者を決定する。 

 (3)  市長は、落札候補者について入札参加資格の確認（以下「資格確認」という。）を行うた

め、落札決定を保留するものとする。 

 

10  入札参加資格確認申請 

 (1)  市長は、落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書（実施要領別記様式第

４号。以下「申請書」という。）及び次に掲げる入札参加資格確認資料（以下「添付資料」と

いう。）の提出を求める。 

   ①  同種業務実績調書（実施要領別記様式第７号） 

   ②  配置予定技術者等の資格・工事実績調書（実施要領別記様式第８号） 

   ③  その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める資料 

 (2)  落札候補者は、前号に掲げる申請書等を、入札日の翌週の月曜日の午前中（月曜日が休日の

場合は、火曜日の午前11時）までに、財政課に提出するものとする。 

 (3)  提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めないものとする。 

 (4)  提出期限日までに申請書等を提出しない場合、又は、市長が行う指示に従わない場合は、当

該落札候補者のした入札は無効とする。 

 (5)  資格確認は、申請書等が提出された後、ただちに財政課で行うものとする。ただし、資格確
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認に疑義が生じた場合はこの限りでない。 

 

11  落札者の決定 

 (1)  市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合には、

当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果を入札参加資格確認結果通知書（実施要

領別記様式第９号。以下「確認通知書」という。）により落札者に通知するものとする。 

 (2) 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合においては、確認通知書により入札参

加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることがで

きる旨を教示するものとする。 

(3) 落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係

を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札

決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 

 

12  入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 (1)  入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理した日から３日以

内に、市長に対して書面により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができる。 

 (2)  市長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日から３日以内

に、当該説明を求めた者に対して書面により回答するものとする。 

 (3)  前項の回答にあたり、入札参加資格があると認める場合には、財政課を経て、入札参加資格

がないとした確認通知書を取り消すとともに、入札参加資格があるとする確認通知書により回

答するものとする。 

 (4)  前項の場合に13の(2)の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているとき

は、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加資格確認中止通知

書（実施要領別記様式第10号）により当該他の落札候補者に通知するものとする。 

 

13  次順位者の資格確認 

 (1)  市長は、落札候補者の資格確認を行い入札参加資格がないとした場合は、当該落札候補者の

次に予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者として資格確認を行うものとす

る。 

 (2)  前項の規定による資格確認は、入札参加資格がないとされた落札候補者に11の(3)に規定す

る通知をした日から行うことができる。ただし、当該落札候補者から12の(1)に規定する説明

を求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、中断の期間は10の(5)に規定す

る期間を算定するにあたり除くものとする。 

 

14  入札の無効 

    規則第121条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。 

 (1)  虚偽の申請を行った者のした入札 

 (2)  この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札 

 (3)  契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札 
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別記 

様式第１号（第 7 条関係） 
 
 

市 長  副市長 総合政策部長 財政課長 契約係長 
契約係 

担当 

            

 
 

入札参加資格の決定について（伺い） 
 
下記建設工事（建設関連業務）の条件付一般競争入札参加資格を次のとおり決定してよろしいか。 
 
                                    年  月  日 
 
 
 
 

条件付一般競争入札参加資格調書 
 

工
事
等
の
概
要 

 

入
札
参
加
資
格 

 

技
術
者
要
件 

 

そ
の
他 
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様式第２号（第１１条関係） 

 

条件付一般競争入札参加申込書 

 

 

    年  月  日 

 

 

日南市長          様 

 

 

                    所 在 地 

                    商号又は名称 

                    代表者職氏名            印 

 

 

 日南市条件付一般競争入札実施要領の規定に基づき、下記の建設工事（又は業務委託）に係

る事後審査型条件付一般競争入札に参加したいので、申し込みます。 

 なお、申込者は成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと、また、

本入札にあたっては談合行為等を決して行わないことを誓約するとともに、関係法令を遵守す

ることを誓約いたします。 

  

 

記 

 

 

工事（業務委託）名  

連 

絡 

先 

所  属  担当者名  

電話番号  ＦＡＸ番号  
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様式第３号（第１４条関係） 

 

 

入札参加資格確認申請書（建設工事） 

 

 

    年   月  日 

 日南市長            様 

 

 

                  住 所 

                  商号又は名称 

 

                  代表者氏名                  印 

 

 

     年   月   日付けで開札のありました（工事の名称）に係る入札参加資格の確認に

ついて、下記の書類を添えて申請します。 

 なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と 

相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 同種工事施工実績調書 

２ 配置予定技術者等の資格・工事実績調書 

３ 経営事項審査結果通知書の写し 

４ その他入札参加資格確認に必要な書類 
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様式第４号（第１４条関係） 

 

 

入札参加資格確認申請書（業務委託） 

 

 

    年   月  日 

 日南市長            様 

 

 

                  住 所 

                  商号又は名称 

 

                  代表者氏名                  印 

 

 

     年   月   日付けで開札のありました（業務の名称）に係る入札参加資格の確認に

ついて、下記の書類を添えて申請します。 

 なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と 

相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 同種業務実績調書 

２ 配置予定技術者等の資格・業務実績調書 

３ その他入札参加資格確認に必要な書類 
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様式第５号（第１４条関係） 

 

同種工事施工実績調書 
 

              会社名：                      

項    目 記         載        欄 

工 

 

事 

 

名 

 

称 

 

等 

工事等名称  

発注者名  

施工場所  

契約金額  

工   期     年  月  日 ～     年  月  日 

受注形態等 

１ 単体 

２ 共同企業体（出資比率   ％） 

３ 下請 

工

事

内

容 

工事の種類  

工事概要  

注 １ 記載内容は、ＣＯＲＩＮＳに登録した内容を記載すること。 

    なお、ＣＯＲＩＮＳ非登録の工事は、契約書の写しを添付すること。 

    （ただし、日南市の工事の場合は、写しは不要） 

  ２ 受注形態等は、該当する数字に○印をすること。 

    また、共同企業体は出資比率も記載すること。 

  ３ 工事の種類は、入札公告に掲載されたものを記載すること。 
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様式第６号（第１４条関係） 

 

配置予定技術者等の資格・工事実績調書 
 

                 会社名：                   

配置予定技術者名  

法令による免許 

資格の名称  

取得年月日       年   月   日 

免許番号  

 

項    目 記         載        欄 

工 

 

事 

 

名 

 

称 

 

等 

工事等名称  

発注者名  

施工場所  

契約金額  

工   期     年  月  日 ～     年  月  日 

従事役職 

１ 現場代理人 

２ 主任技術者 

３ 監理技術者 

工

事

内

容 

工事概要  

注 １ 記載内容は、可能な限りＣＯＲＩＮＳに登録した内容を記載すること。 

    ＣＯＲＩＮＳに登録されてない工事を記載する場合は、証明となる資料を添付す 

    ること。（ただし、日南市の工事の場合は、不要） 

  ２ 従事役職は、該当する数字に○印をすること。 

  ３ 監理技術者の場合は、管理技術者資格者証の写しを添付すること。 

  ４ 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ開札日時点で３か 

   月以上の雇用関係にある者に限る。 

    なお、要件確認書類として、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の 

   写しのほか、他に指示する資料を添付すること。 
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様式第７号（第１４条関係） 

 

同種業務実績調書 
 

              会社名：                      

項    目 記         載        欄 

業 

 

務 

 

名 

 

称 

 

等 

業務名称  

発注者名  

場  所  

契約金額  

期  間     年  月  日 ～     年  月  日 

受注形態等 

１ 単体 

２ 共同企業体（出資比率   ％） 

３ 下請 

業

務

内

容 

業務の種類  

業務概要  

注 １ 記載内容は、ＴＥＣＲＩＳに登録した内容を記載すること。 

    なお、ＴＥＣＲＩＳ非登録の業務は、契約書の写しを添付すること。 

    （ただし、日南市の業務の場合は、写しは不要） 

  ２ 受注形態等は、該当する数字に○印をすること。 

    また、共同企業体は出資比率も記載すること。 

  ３ 業務の種類は、入札公告に掲載されたものを記載すること。 
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様式第８号（第１４条関係） 

 

配置予定技術者等の資格・業務実績調書 
 

                 会社名：                   

配置予定技術者名  

法令による資格・ 

免許 

資格の名称  

取得年月日      年   月   日 

登録番号  

 

項    目 記         載        欄 

業 

 

務 

 

名 

 

称 

 

等 

業務名称  

発注者名  

場  所  

契約金額  

期  間     年  月  日 ～     年  月  日 

従事役職  

業

務

内

容 

業務概要  

注 １ 記載内容は、可能な限りＴＥＣＲＩＳに登録した内容を記載すること。 

    ＴＥＣＲＩＳに登録されてない業務を記載する場合は、契約履行証明書を添付 

   すること。（ただし、日南市の業務の場合は、不要） 

  ２ 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ開札日時点で３か 

   月以上の雇用関係にある者に限る。 

    なお、要件確認書類として、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の 

   写しのほか、他に指示する資料を添付すること。 
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様式第９号（第１５条関係） 

 

入札参加資格確認結果通知書 

 

                                  年  月  日 

                        

 

商号又は名称 

代表者氏名             様 

 

 

                         日南市長   

 

 

 先に申請のありました（工事又は業務の名称）に係る入札参加資格について、下記のとおり確認

しましたので通知します。 

  

記 

 

公告日 年  月  日 

工事(業務)名  

入札参加資 

格の有無 

 

有／無 

入札参加資格 

がないと認め 

た理由 

 

 

 

 

 

 

（入札参加資格が「無」とされた場合） 

 あなたは、当職に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることが 

できます。 

 説明を求める場合は、     年   月   日までに、その旨を記載した書面を提出してく

ださい。 
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様式第10号（第１６条関係） 

 

入札参加資格確認中止通知書 

 

                                   年  月  日 

 

                        

商号又は名称 

代表者氏名               様 

 

 

                         日南市長            印 

 

 

 先に申請のありました下記の工事（又は業務）に係る入札参加資格申請について、あなたの前に

落札候補者であった方の入札参加資格が確認された結果、あなたの入札参加資格確認を中止しまし

たので通知します。 

 

記 

 

工事（業務）名 

 


